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平和フォーラムの当面の制度・政策要求

Ⅰ 憲法（全体）に関する制度・政策

１．憲法前文・９条をはじめ憲法の理念を擁護し国際的な人権・民主主義の到達点に立って発展さ

せること。（全省庁）

（解説）前文、第９条、第１０章「最高法規」などに示された、戦争放棄と非武装・平和主義、基本的人

権の尊重、主権在民を３大原則とした日本国憲法の理念を擁護し、人権や民主主義の国際的

な確立の到達点に立って発展させていきます。「はじめに憲法改正ありき」や「衣の下の鎧」の

姿勢、「憲法の理念に反する実態への迎合」ではなく、国際化時代に適応しながら、憲法の有

効性を高め、市民生活に生かしていくことが必要です。

２．憲法の有効性を高める場を国会はもとより広く認め合い、とりわけ、市民の意見を活かす場を尊重

し、保障すること。（全省庁）

（解説）憲法の有効性を高め、そのための議論を行う場は、特定の委員会に限るものではありませ

ん。国会のどの委員会でも必要です。また、立法だけでなく、行政（政府だけでなく自治体を含

む）・司法の三権それぞれにも必要です。それらに市民の意見が活かされることが重要であり、

そのためにも市民自身が憲法とその運用について、検証する活動を保障することが必要です。

３．憲法第９６条に示された憲法改正のための国民投票など、憲法上の制度・整備にあたっては、憲

法理念に基づき民主主義、人権尊重を貫くこと。参議院特別委員会で１８項目もの附帯決議のつ

いた「改憲手続き法」による憲法審査会の活動は行わず、審議を一からやり直すこと。総務省の

「国民投票制度準備等関係経費」を凍結し、広報や投票人名簿システム構築を中止すること。

（衆議院・参議院・総務省など）

（解説）憲法上に示された制度・整備も、一般法で行われるため、政治的目的で振り回される危険性

があります。すでに、２００７年５月に安倍内閣のもとで強行成立した「改憲手続き法」は、参議

院の特別委員会で１８項目もの附帯決議がついたように、多くの問題点があることを制定した側

自身が認めています。それ自身が憲法改正のハードルを下げるものであり、こうした「ためにす

る法律」は抜本的に審議のやり直しが必要です。しかし、総務省は、問題点を無視して、２０１０

年５月施行に向けて５０億円近くの「国民投票制度準備等関係経費」を予算化し、大量のパ

ンフレットやポスターを作成して宣伝したり、投票人名簿のシステム構築を進めています。こ

れをただちに凍結・中止することが必要です。

Ⅱ 国際化に対応した制度・政策の基本事項

１．憲法の理念を国際的な平和・人権・民主主義の到達点に立って発展させるため、国際諸条約を

完全批准し、また、発効に向けて努力すること。国連の決議・決定を尊重すること。

（内閣府、外務省、法務省、厚生労働省、防衛省ほか各省庁）

①ＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）などすでに批准済みのものは発効に向けた国際的な努力を

いっそう強めること。

②未だ批准していない人権諸条約（３０条約中１８条約、自由権規約選択議定書＝個人通報制

度、自由権第２選択議定書＝死刑廃止、ジェノサイド条約、戦争犯罪者時効条約、奴隷条約、

無国籍者条約、移民労働者条約、障害者権利条約など）を早期に批准すること。

③人種差別撤廃条約などの国内留保条項について撤廃すること。女性差別撤廃条約の選択議

定書を早期批准すること。
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④「紛争の防止、解決と平和構築に女性が重要な役割をもつことを再確認し、それらの意志決

定機関の参画を高める」とした「国連安保理決議１３２５号」を尊重し、日本でも具体化するこ

と。

⑤クラスター爆弾につづいて、劣化ウラン弾など非人道的使用の兵器や小火器兵器の禁止・規制

などの諸条約の制定に積極的に取り組むこと。劣化ウラン弾の国際的な影響調査を行うこと。

⑥国際諸条約（とくに人権諸条約）の早期和訳・公表を行うこと。

（解説）世界でいっそう確立している平和や人権の高い水準、到達点を日本の市民が日常的に認識

する機会を増大することが必要です。憲法は、「この憲法が保障する基本的人権は、人類の多

年にわたる自由獲得の努力であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将

来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」（第９７条）として

いることからも重要です。

２．ミレニアム開発目標（Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：ＭＤＧｓ）の２０１５年までの実現な

ど、国際的に連携した「人間の安全保障」の取り組みと国内適用、ＯＤＡ基本法等を制定するこ

と。（内閣府他全省庁）

（解説）冷戦後の世界で広がっている「人間の安全保障」の取り組みのなかで打ち出された国連のミ

レニアム開発目標（Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：ＭＤＧｓ＝２０００年９月「極度の

貧困と飢餓の撲滅」「普遍的初等教育の達成」「ジェンダーの平等の推進と女性の地位向

上」「幼児死亡率の削減」「妊産婦の健康の改善」「環境の持続可能性の確保」「開発のため

のグローバル・パートナーシップの推進」の８目標、１８ターゲット、４８指標）は、２００５年９月

の世界サミットで、２０１５年までの達成を再確認するともに、平和構築委員会や人権理事会

の設置、人道犯罪からの「保護する責任」の確認などが合意しました。この実現に日本も全

力を尽くすことが必要です。日本での具体的な取り組みは「貧困」「健康・医療」「災害」「難民」

に関する対外的な支援に限定されており、あわせて重要な「抑圧・差別からの自由」に向けた

国境を越えた確立の取り組みは軽視されています。「抑圧・差別からの自由」に向けた取り組み

に連携することが重要であり、とくに「内なる国際化」の点から、１．の国際人権諸条約の完全批

准による国内適用が必要です。また、ＯＤＡ（政府開発援助）も、貴重な国際協力ですが、日本

は、「環境と天然資源の持続可能な利用に関する分野別政策」や「ＯＤＡから恩恵を受けると思

われる人びとの参加の確保のための、詳細な政策およびガイドライン」を持っておらず、欧米諸

国に立ち遅れています。「無償援助の原則」「受益者の権利」などを含んだ「ＯＤＡ基本法」を制

定する必要があります。

３．憲法記念日・週間（５月）、世界人権デー・週間（１２月）、国連の設定した国際年などにおける諸

取り組みをはじめ、政府・自治体行政による平和・人権啓発の取り組みを徹底すること。

（内閣府・総務省他全省庁）

（解説）政府・自治体が率先して平和・人権について啓発を、機会あるごとに行うことが必要です。と

くに、５月の憲法記念日（週間）や１２月の世界人権デー（週間）、国連で毎年設定される国際

年や１０年単位の取り組みは重要であり、政府・自治体による諸取り組みを行うべきです。

４．在日外国人が増大し、裁判をはじめ法律に関与する場面も増大していることを踏まえ、憲法をは

じめ基本六法などの多国語訳化（英語はもとより中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語なども）を行

うこと。（内閣府・総務省・外務省・法務省）

（解説）国境を越えたヒトの移動が進み、コミュニケーションが不可欠になっています。一方では、在

日外国人が増大し、裁判をはじめ法律に関与する場面も増大しています。日本語や英語だけ

では通じない場合が多いので、在日外国人にも、法律を理解する機会を増大し、権利保障を

行うことが必要になっています。
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Ⅲ 平和・安全保障に関する制度・政策

１．米国一辺倒ではない、多角的な外交政策を進めること。国際紛争は国連の場で平和的に解

決できるよう、国際社会に働きかけること。日朝国交正常化や日ロ平和条約の締結など、東北

アジアの平和環境を醸成する友好外交を推進すること。（内閣府・外務省・総務省）

①日本独自の平和外交政策を策定すること。

②「日朝ピョンヤン宣言」に基づき、早急に日朝国交正常化を図ること。

③東北アジアの非核化をはじめ、積極的に核軍縮の実現をめざすこと。

④自治体・民間団体・ＮＧＯなどの国際交流や外交を促進し、地域の平和システム作りに努力

すること。

（解説）冷戦終結後は「対話と協調」が、世界的に外交の主流になっています。しかし一方で米国

によるアフガニスタン侵攻やイラク侵攻が行われてきました。またイスラエルはパレスチナや

レバノンに対して、軍事侵攻や指導者の暗殺を行っています。日本は、米国の外交政策に

無条件に付き従うのではなく、平和環境を醸成する積極的で多角的な独自の外交を行うべ

きです。また米国の一国主義・先制攻撃戦略に反対し、国家間の問題は国連の場で解決

するよう、国際社会をリードしなければなりません。東北アジアの非核化と軍縮の推進にも積

極的に寄与するべきです。そのためには、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と韓国の「６

・１５」や「１０・４」の「南北共同宣言」に基づく対話や、米・朝・韓・中・ロ・日の６カ国協議を支

持・推進すること、「ピョンヤン宣言」にのっとった日朝国交正常化を進めること、ロシアとの

友好条約を早期に締結することが必要です。

現在、政府は「日米同盟」を外交政策の柱とし、「日米同盟」が無ければ日本の安全は保

てないと言っています。しかし、ブッシュ政権のように国際社会と国連を無視し、一国主義と

先制攻撃戦略を推進する米国に従うことは、米国とともに国際社会から孤立することを意味

しています。米国でもオバマ政権の誕生で国際協調への転換がはかられるようになりまし

た。日本は憲法前文と第９条の精神に基づき、国連を中心とした、平和的な外交を積極的

に推進しなければなりません。国際社会の平和と安定に寄与し、軍事によらない国連の平

和活動に貢献し、友好外交で周辺諸国の信頼を勝ち取ることが、日本の安全を保障する唯

一の道です。

日朝関係では、日本は世界の中で北朝鮮とだけ、国交を持っていません。これは異常な

事態です。日朝国交正常化は、東アジアの平和を飛躍的に前進させます。日本人拉致・不

審船・核開発など日朝間の一連の問題は、「ピョンヤン宣言」を含めた国際諸条約・合意を

基本に、対話を重ねることで解決を図ることが必要です。韓国併合１００周年となる２０１０年

を大きな節目として、決定的な関係改善をすすめなければなりません。日本政府がこの間と

ってきた制裁措置は、対立と緊張関係を強め、在日朝鮮人の人権を侵害するものであり、延

長・強化はもとよりすべきではなく、ただちに解除することが必要です。

東北アジアには米・中・ロの核兵器が存在し、また２００６年１０月には北朝鮮が核実験実

施を発表しました。朝鮮半島の非核化については、南北合意や６カ国協議合意、米朝合意

など、これまで積み上げてきた枠組みを崩壊させてはなりません。非核三原則を持ち世界の

核軍縮をめざす日本が積極的にリードし、東北アジアの非核化を実現しなければなりませ

ん。

世界のボーダレス化が進んでいます。これからは国家間関係だけではなく、自治体・民間

・ＮＧＯの国際交流や外交が重要になってきます。また自治体の「非核・平和条例」などは地

域から平和を築くものであり、多角的な平和外交の基礎となります。政府は、こうした国際交

流・外交を促進し保障するべきです。

２．在日米軍再編合意などの日米安全保障条約による軍事同盟関係強化をやめ、日米友好条
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約への転換を図ること。（内閣府・外務省・防衛省）

①在日米軍再編合意を白紙化すること。

②日米安全保障条約を終了し、かわって日米友好条約を締結すること。

③日米間をはじめ諸外国との安全保障に関する協力合意に当たっては、必要な条約を締結

するなど国会承認事項とすること。

④在日米軍再編に反対する自治体に対して、財政上の差別的取扱いを行なわないこと。

⑤米軍基地の縮小・撤去をすすめること。

⑥日米地位協定を抜本的に改正すること。「思いやり予算」を廃止すること。

⑦米軍艦船の民間港使用を許さないこと。

⑧新テロ特措法を終了し、海上自衛隊の補給艦・護衛艦をインド洋から撤退させること。

⑨原子力空母の横須賀母港化を撤回すること

（解説）日本国政府に対しては、日米安保条約の終了を通告し、かわって両国の平和的な交流

推進と、国際紛争に平和的に対処するための日米友好条約の締結を求めます。その前段

階として、日本政府は米軍基地の縮小・撤去を進めるべきです。

日本政府が「思いやり予算」として支出している基地の維持費は、本来は米国が負担する

ものです。また米国領グアムに基地建設するた費用を、日本が支出する理由はありません。

米軍に対する不適切な支出を全廃すべきです。

米軍兵士とその家族に特権的な地位を認めている地位協定は、刑事事件や訓練中の事

故の温床になっています。米軍に対しても日本国内法の適用を認めるように、地位協定を

抜本的に改定するべきです。

日本政府は、海上自衛隊の補給艦をインド洋に派遣して米同盟軍に燃料補給を行って

います。自衛隊の活動は、米同盟軍の戦争支援であり、憲法に違反します。直ちに撤退す

るべきです。

米政府は通常型空母キティホークの後継艦として、ニミッツ級原子力空母ジョージ・ワシン

トンを、２００８年９月２５日に配備しました。これによって、東京湾に１００日以上、３０万ＫＷ

級の原子炉が浮かぶことになります。原子力空母については原子炉の構造も含めて、日本

側には一切の情報が明らかにされていません。また、安全対策についても日米地位協定に

よって管理権が及ばないために必ずしも明確になっていません。また、原子力機関に関す

るメンテナンスを横須賀基地で行い、結果低レベル放射性廃棄物を運搬船に移し替えて本

国に運ぶという事態も起きています。いったん事故が起これば東京湾沿岸部だけではなく、

関東一円の人々が被曝する恐れのある原子力空母の配備を、日本は認めるべきではありま

せん。

３．自衛隊を縮小すること。自衛隊の任務を限定し、海外派兵を禁じること。平和基本法を制定す

ること。（内閣府・防衛省）

①自衛隊を縮小すること。任務を限定し、海外派兵を禁じること。

②専守防衛の範囲を超えた装備の購入を行なわないこと。

③日本のミサイル防衛（ＭＤ）計画を中止すること。

④海賊対策法や自衛隊海外派兵恒久法の制定など、戦争のための準備を行なわないこと。

⑤集団的自衛権の行使をしないこと。

⑥自衛隊に対する文民統制（シビリアンコントロール）を徹底すること。自衛隊員の人権に配慮

すること。

⑦「平和基本法」（仮称）を制定すること。

（解説）冷戦体制の終結後、世界各国は大幅な軍備縮小を行っています。しかし自衛隊は「コン

パクト化」という名目で隊員定数を減らす一方、装備の近代化や巨大化を進めています。ま

た米軍支援のために、ペルシャ湾やイラクまで自衛隊が派兵されています。これは明らかに
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「自衛」「専守防衛」の範囲を超えており、近隣諸国にとっては「脅威」になっています。自衛

隊の強化・拡大を止め、大幅な軍縮・改編を実現することや、自衛隊の任務を、「自衛」「専

守防衛」に限定することが必要です。憲法前文・９条の理念を守り、自衛隊の任務を限定し

て軍縮を行い、多国間協議や平和外交を実現するために、「平和基本法（安全保障基本

法）」（仮称）の制定を求めます。

米軍再編をはじめとして、米軍と自衛隊の一体化が進んでいます。このままでは自衛隊

は、米軍の行なう戦争を支援するための軍隊になってしまいます。自衛隊海外派兵のため

の諸制度・諸法案の新設を行なうべきではありません。政府は、自衛隊法８２条の海上警備

行動を援用し、海賊対策のためにソマリア沖へ海上自衛隊を派遣しました。新たに海賊対

策法を制定して、海賊対策に自衛隊を本格的に運用することとしています。日本国憲法の

平和主義の下、自衛隊の活動を海外へ広げることは憲法違反です。恒久的な派兵法制定

も含め、許されません。

田母神俊雄前航空幕僚長の侵略戦争を否定する発言は、政府見解と異なる現役の自衛

隊官僚の発言として、文民統制の観点からも問題となりました。田母神発言を擁護すること

は、憲法上も許されません。文民統制とは、単に内閣（防衛大臣・総理大臣）による自衛隊

の統制ではありません。議会による自衛隊の統制です。自衛隊の活動にあたっては議会で

の協議と報告が必要です。また最近、自衛体内のいじめや自殺が多発しています。自衛官

の人権を守るために、軍事オンブズマンなどの制度を整備することが必要です。

日・米が推進するミサイル防衛計画は、ロシアや中国など周辺国を刺激し、核軍縮に逆行

する動きを促進し、新たな軍拡を生み出す恐れがあります。日本はＭＤ計画への参加は、

米国の軍事システムに組み込まれるものであり、憲法の禁じる「集団的自衛権の行使」につ

ながります。さらに技術的にも信頼性が薄く、経済的にも多額な予算が投入されるなど、実

用化、経済性にも問題があります。日本はミサイル防衛計画に参加せず、東北アジアの非

核化と軍縮を進めるべきです。

「平和基本法」（仮称）には、ａ.非核三原則（原子力推進艦艇の寄港をふくめた非核証明

要求）、ｂ.武器輸出三原則（対米武器技術供与をふくめた厳格運用）、ｃ.宇宙の平和利用

限定原則（ミサイル防衛からの撤退）、ｄ.集団的自衛権（軍事同盟と海外派兵）の禁止、ｅ.

攻撃的兵器と攻撃的軍事戦略の不保持、ｆ.文民統制および市民監視の徹底（オンブズマン

制度導入など）、ｇ.非軍事的国際貢献の積極的推進、ｈ.人間の安全保障の具体的展開な

どを基本政策の原則とします。

Ⅳ 多文化・多民族共生社会に向けた事項などその他の制度・政策

１．戦後補償・戦争責任を明確にすると同時に歴史認識を共有するための努力を行うこと

（内閣府・総務省・文科省・厚労省・最高裁判所など各級裁判所）

①戦争に関する資史料を情報公開し、歴史的事実の解明に寄与すること。

②戦前、戦後の日本の戦争責任を明確に謝罪し、援護法からの国籍条項撤廃などすべての被害

者に差別のない補償を国の責任で行うこと。

③欧米各国、フィリピン、韓国などの議会で相次ぐ「慰安婦問題」決議を真摯に受け止め、首

相は公式謝罪表明し、戦争責任を明確にした歴史教育をすすめること。

④強制連行など戦争時の韓国・朝鮮人犠牲者の遺骨調査を進め、早期返還を実現すること。

⑤中国人強制連行、慰安婦、残留孤児問題をはじめさまざまな裁判に当たり、裁判所による事実

認定は確定してきており、国家無答責、時効や条約などを理由とした国・企業の責任回避をせ

ず、被害者に対する救済措置を図ること。

⑥千鳥ヶ淵墓苑を、外国人を含むすべての戦争犠牲者の無宗教の施設として国賓などが追悼で

きるようにすること。
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⑦アジアや世界の人々とともに戦争にかかわる歴史認識を共有するための資料公開施設や相互

の教科書意見交換などを行う官・民、内外の活動を奨励すること。

⑧２００８年度使用高校歴史教科書の沖縄戦における「集団自決」に関する「教科書検定意見」

を撤回すること。また、教科書検定において沖縄県民の感情に配慮するよう「沖縄条項（仮

称）」を設けること。

（解説）欧米では第２次世界大戦時の情報公開が大きく進められていますが、日本では遅々として

います。国立国会図書館法一部改正による恒久平和調査局設置など、歴史的事実の解明の

ための制度・措置が必要です。

日本の戦争・戦後責任について、政府の対応は１９９５年の村山談話以後は、それから後退

する動きにあります。もともと、軍人恩給など日本の援護法は戦前の軍隊の階級にそって支給

されるうえ、国籍条項が残されており、戦争を推進・貢献したものほど厚く、旧植民地出身者や

犠牲者には何も補償がないという極めつけの差別構造があります。各種戦後補償訴訟の判決

は立法措置を求めており、援護法の国籍条項撤廃など、早急に行うことが必要です。とくに、こ

の１０年、中国関係の各種の裁判に広がり、地裁・高裁段階での判決が各地で出始めてい

ます。その多くが、国家無答責や時効などで国や企業を免責する原告側敗訴の判決がつ

づいています。また、西松訴訟最高裁判決以後、中国側の見解と明確に異なる「日中共同

声明で個人補償破棄」と解釈しています。日本の国・企業のあり方が問われています。

また、１９８５年、中曽根首相（当時）が公約しながら放置され、２００４年１２月に盧武鉉（ノ・

ムヒョン）韓国大統領が改めて要求した遺骨調査・早期返還は、わずかしか行われませんで

した。日本の最低限の戦争責任・モラルが問われています。政府は真摯にとりくまねばなり

ません。

靖国神社は、宗教施設であるとともに、対アジア・太平洋戦争のＡ級戦犯を神として祀った施

設であり、政府要人の参拝は、違憲であり、戦争礼賛行為です。２００２年の「追悼・平和記念の

ための記念碑等施設のあり方を考える懇談会」（追悼施設懇）報告は靖国神社は宗教施設で

あり無宗教の追悼施設を必要としたことや、戦争で命を失った民間人や外国の将兵をも加える

など、評価すべき点が多いものです。千鳥ヶ淵墓苑を、外国人を含むすべての戦争犠牲者の

無宗教の施設として国賓などが追悼できるようにしていくことが必要です。（しかし、この点で追

悼施設懇の報告が遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨を納めるための施設であるの

で、異なるとしている点は問題です）

日本の戦争責任を否定する「つくる会」「改善の会」などの教科書問題、田母神発言などは、

日本人の歴史認識を問うものです。世界、とりわけ東アジアとの新たな共生時代をつくるために

も、官・民、内外の歴史認識を共有するための活動が不可欠であり、それを積極的に奨励して

いかなければなりません。

２００８年度使用の高校歴史教科書の検定にあたって文科省は、沖縄戦の「集団自決」に

関わる記述について、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現」として、日本軍

による命令・強制・誘導等の表現を削除するようを求めた。このことに反発した沖縄では、県

議会・全市長村議会が検定意見撤回の意見書を採択、立場の違いを超えて県民１１万人を

集める「県民集会」を開催し、検定意見の撤回を求めました。文科省は、出版会社および執

筆者の「訂正申請」という形で文言の修正に応じましたが、検定意見の撤回はしませんでし

た。「大江・岩波沖縄戦裁判」では、２００８年３月２８日の大阪地裁判決および１０月３１日の

大阪高裁判決においても、「集団自決（強制集団死）」に対する日本軍の関与は明白とされ

ました。この裁判が係争中であることは、文科省が検定意見を付す際の理由にしていたもの

で、判決によって日本軍の関与が明白となった以上検定意見を撤回することは当然です。

沖縄戦の体験者が高齢化する中、二度とこのような事態を招くことのないように、教科書検

定に際して「集団自決」に際しての日本軍の関与を明確に記述するよう求める「沖縄条項

（仮称）」を設けることが必要です。



- 7 -

２．在日定住外国人などの人権確立、多文化・多民族共生の民主主義に向けた制度・政策を確立す

ること。（法務省・総務省・文部科学省）

①憲法の理念に反して改悪された教育基本法を実効化しないこと。憲法の理念のもとに国際化時

代に応じた多文化・多民族共生と平和・人権の教育を推進・奨励すること。

②国連人権委員会ディエン報告の人種差別に関する改善勧告を実現すること。定住外国人の

地方参政権を確立する法律の制定、入管法や外登法などの生体認証（指紋押捺）、「在留カー

ド」制など個人情報管理をやめるなど入管制度の抜本的改善、難民の受け入れなどを積極的

に行うなど、在日外国人の権利を確立すること。子どもの権利条約の趣旨に基づき朝鮮学校を

はじめ在日外国人学校の学校教育法「１条校」化をすすめること。

③実効性ある人権教育啓発の具体化、「国連人権の１０年」につづく次の「１０年」に向けた取り組

みをおこなうこと。独立性と実効性のある国内人権機関の設置と差別禁止法を制定すること。社

会的・文化的差別をなくす男女共同参画社会計画を実行すること。１０４７人のＪＲ不採用問題

について、ＩＬＯ勧告などを踏まえて解決すること。

（解説）「日本の伝統」や「愛国心」「国際競争力」を一面的に強調し、世界や日本の各地の多様な民

族や文化を軽視し、新たな子どもの格差・差別をもたらす国家主義的な教育基本法の改悪が

２００６年に行われました。教育基本法は、準憲法的な性格を有し、他の教育関係法をはじめ

とする一般法よりも上位に位置づけられる法律です。日本国憲法や子どもの権利条約、国

際人権規約などの国際法に反した内容は許されません。’０６教育基本法を実効化させず、

国際化時代に応じた多文化・多民族共生と平和・人権の教育を推進・奨励することが必要で

す。

２００６年１月の国連人権委員会ディエン報告書は、日本における人種主義・人種差別・外

国人嫌悪／排斥の問題を、法的側面にとどまらず、社会的・歴史的文脈にまで踏み込んで

指摘し、日本政府に対して、人種差別の存在を公式に認めそれを撤廃する政治的意志を

表明すること、差別を禁止・処罰する法律の制定と、問題に対処するための国内機関の設

置、歴史教科書の見直しなど、２４項目にわたる包括的な勧告を提示しました。在日外国人

は３００万人を超え、いっそう拡大する動きにあります。納税などの義務を課せられていながら、

人権の保障はなお部分的にしかされていません。欧米諸国では常識化しつつある定住外国人

の市民権を日本でも確立する必要があります。当面、「永住外国人地方参政権付与法案」を成

立させなければなりません。また、在日外国人の権利規制は、ＵＳ－ＶＩＳＩＴの導入に続いて出

入国管理制度を徹底した外国人管理にする入管法改定案の国会上程などが起きています。

必要なことは、求められるのは、すべての在日外国人に対して、「住民」としての地位と権

利、および国際人権条約が定める「民族的マイノリティ」としての地位と権利を明示した

「人権基本法」を立法化することです。これまで前進してきた指紋押捺の廃止に逆行する、

テロ対策を口実とした入管法改定案を成立させてはなりません。さらに、北朝鮮バッシングのな

かで朝鮮学校をはじめ在日外国人学校の卒業資格を制限する動きがありますが、国際化に逆

行するものであり、子どもの権利条約の趣旨に基づき「１条校」化しなければなりません。

男女共同参画など世界的な人権確立の動きは日本でも少しずつ広がってきました。しかし、

意識変革の遅れやバックラッシュのなか、被害者の救済など実効性ある人権制度は確立して

いません。女性、子ども、障害者などをはじめ当事者参加などを重視した制度の確立が必要で

す。国連の「国内人権機関の地位に関する原則」（パリ原則）にそった独立性と実効性ある

人権救済機関を制度化する法律の制定とあわせて、差別を犯罪として明確に禁止する「差

別禁止法」（仮称）を制定が必要です。また、政府や全国の自治体でより充実した「人権教育・

啓発推進に関する基本計画」やジェンダー定義を後退をさせずに「男女共同参画」計画を策

定・実行していくことが必要です。ＪＲ不採用問題は、政治公約に反するとともに、人道上も重

大問題であり、早期解決させなければなりません。
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３．司法制度・地方自治などの民主主義についての制度・政策を確立すること。

（裁判所・法務省・総務省・衆議院・参議院）

①最高裁判所裁判官国民審査の投票を○×式にするなど、投票した人の意思が結果に反映す

る方法にすること。司法改革で、市民に開かれたものとする原則を確立し、裁判員制度導入

は抜本的に見直すこと。狭山差別裁判など、えん罪事件を起こさせないため、再審制度の

確立や、代用監獄の廃止などを実現すること。当面、「取調べの録画・録音による可視化」を

実現すること。

②「共謀罪」設置のための法律や外国人管理を強化する出入国管理制度の改定など「テロ対策」

を口実とした人権侵害法を制定せず、「盗聴法」（組織犯罪対策法）などを廃止し監視社会の危

険性から脱却すること。

（解説）司法改革は、ともすれば閉鎖的だった司法を開かれたものにする理念を掲げながら、実際に

開始されようとしている裁判員制度は、裁判官の恣意に左右されること、全員一致制ではなく

多数決で決めることなど数多くの問題点があり、開始せずに抜本的に見直すことが必要で

す。また、日本では、狭山差別事件をはじめえん罪事件が絶えません。なかでも警察の留

置所を未決拘禁者の代用監獄とするシステムは国連からも人権侵害の指摘を受けていま

す。代用監獄を存続・恒久化する未決拘禁法などに反対し、廃止を実現する必要がありま

す。当面、密室の取り調べをなくすため、国会に上程されている「刑事訴訟法の一部を

改正する法律案」（取調べの録画・録音による可視化法案）を成立させることが重要で

す。

盗聴法（組織犯罪対策法）の制定、住基ネットの開始などにつづいて、自由な議論や思想・

信条の自由にも抵触する「共謀罪」制定の動きなど監視社会につながる危険性が増大してい

ます。また、チラシまきなどでの警察公安による微罪逮捕や不当逮捕、自衛隊による取り調べ

が増大し、人権侵害事件が多発しています。盗聴法については廃止。住基ネットについては

プライバシー保護や離脱権など自己情報についての権利の確立が必要です。また、少年法

は、この間、少年の成長を促すという理念を損なうような適用年齢変更（２０００年）、１４歳

未満少年への警察関与（２００７年）、少年審判への被害者などの傍聴を可能にする（２

００８年）と改定が繰り返されてきました。警察監視社会に子どもをさらすもので、理念を歪

めさせてはなりません。

Ⅴ 核兵器廃絶に関する制度・政策

１．東北アジアの安全保障を構築するための非核政策の強化・実現について

（内閣府、外務省、経済産業省、文部科学省、防衛省）

①非核三原則の法制化と具体的行動を行うこと。

②東北アジアに非核地帯を創設すること。

③ＭＤシステムの導入を中止すること。特に、イージス艦や地上発射のパトリオット、Ｘバンドレ

ーダーの導入や配備を中止すること。

④北朝鮮の非核化に向けて、六ヵ国協議をさらに進展させること。

（解説）２００６年１０月の北朝鮮の核実験は、東北アジアをはじめ世界に大きな衝撃を与えまし

た。それをテコに、閣僚などから相次ぐ日本の核保有発言や敵地への攻撃論など好戦的な

世論が煽られました。さらに今年４月の「人工衛星」打ち上げ問題でも危機が煽られました。

しかし、東北アジアの平和と安定は、武力では決して創り出すことはできません。対話を中

心とした信頼醸成が必要であることは明らかです。現在進められている六ヵ国協議を重ね、

解決の糸口を多国間の保証の中で作り上げることが重要です。今後の六ヵ国協議の動向が

注目されています。日本も日朝国交正常化をはかり、信頼醸成を深め東北アジア地域の安

全保障の第一歩としての非核地帯化構想を具体的に議論の俎上に載せることが必要です。
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しかし、当の日本は、アメリカの「核の傘」の下、約４４トンものプルトニウムを保有し、六ヶ所

再処理工場の稼働は、さらに余剰プルトニウムを抱えることになります。このことにより、日本

の核武装や核拡散への懸念を周辺諸国に拡げています。明確な歯止めをかけるためにも、

再処理政策の放棄とともに非核三原則の法制化や厳格な非核政策の実行を迫ることが必

要です。

そのことは、日本の非核の内実を世界に示し、さらに核軍縮の積極的なリーダーシップを

内外に示すためにも重要であり、国際的な影響力も大きなものを持ち得るもので、被爆国と

して当然の責務でもあります。

アメリカのミサイル防衛（ＭＤ）構想への参加は、アメリカの軍事戦略の一環に組み込ま

れ、日米の軍事同盟の強化をもたらすとともに、核軍拡と宇宙空間における軍事化を引き起

こすものです。現在進められている日本のミサイル防衛は、日本の安全保障のあり方を大き

く変え、憲法で禁じられた「集団的自衛権」にも抵触するものです。また、ミサイル防衛技術

そのものは、機密の壁に阻まれ不透明な技術といわれ、実際の効果について疑問視されて

います。多額の巨費を投下しても、無駄に終わる可能性が高いものです。イージス艦の導入

や青森県車力村へのＸバンドレーダーの配備、各地のパトリオット配備などの中止を求めま

す。

２．核兵器保有国・軍縮に対する日本の態度を明確にすること（内閣府、外務省、経済産業省）

①ＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）などすでに批准済みのものは発効に向けた国際的な努力

をいっそう強めること。

②核兵器保有国に対し、未臨界核実験の中止を求めること。

③米ロの核の警戒態勢の解除を求めること。

④核保有国に核の先制不使用宣言を求め、消極的安全保障を求めること。

⑤カットオフ条約の即時交渉開始を働きかけること。

⑥核兵器全面禁止条約締結のための交渉の早期開始を求めること。

⑦核拡散につながる六ヶ所再処理工場の建設の中止を求めること。

⑧インドやパキスタン、イスラエル、イラン、北朝鮮などの核開発と核兵器の放棄を具体的に求

めること。

⑨北朝鮮の核開発放棄にむけて、六ヵ国協議を中心に、対話と信頼醸成を深めること。

⑩ＮＰＴ（核不拡散条約）体制の根幹を揺るがす米・印原子力協定の見直しを求めること。

⑪劣化ウラン弾や白りん弾など非人道的兵器の使用の禁止を国際条約とすること。

（解説）「唯一の被爆国」を標榜する日本政府は、国内外でその責任を果たさなくてはなりませ

ん。２００５年のＮＰＴ再検討会議は不調に終わりましたが、２０００年のＮＰＴ再検討会議で約

束した「核廃絶の明確な約束」など１３項目は生きており、次の２０１０年のＮＰＴ再検討会議

にむけて、その履行や国際的な核軍縮の流れを具体的に要求することが求められていま

す。アメリカは、オバマ新政権になり、ＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）の批准や核兵器用

核分裂物質生産禁止（カットオフ）条約の交渉開始をめざすなど、核軍縮へ向けた動きを加

速しています。これまで国連の場などで、ＮＰＴ体制の強化を提唱してきた日本は、核軍縮

の流れを止めることなく被爆国政府としても積極的に動くことが重要です。

現在、世界には２万１千発にも及ぶ核兵器が存在し、その大半を米ロが保有しています。

米ロ間では、冷戦崩壊以降も両国の核の警戒態勢は解かれていません。特にロシアは、管

理システムの旧式化や管理体制の問題が懸念され、いまだ偶発的核攻撃の危険性が存在

しています。早急に両国の警戒態勢の解除を求めることが必要です。同時に通常兵器や化

学兵器などに対抗して核兵器使用の選択が放棄されていません。全ての核保有国に対し

核の先制不使用宣言を求めることも必要です。

米国などが湾岸戦争やコソボ紛争、アフガン攻撃そして先のイラク攻撃などで使用した劣
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化ウラン弾のヒバクの影響について国際的な関心が高まっています。人体に対する影響に

ついて国際的な調査を組織し究明していくことが重要です。劣化ウラン弾は、すでに１９９６

年８月、国連人権小委員会で禁止が決議され、ベルギー議会でも禁止決議があげられてい

ます。さらに、白りん弾が先のイスラエルのガザ侵攻の際にも使用されました。国際条約で

使用を禁じられた兵器ではありませんが、皮膚に触れると激しく燃焼し続けて人体に深刻な

被害をもたらすことから、その「非人道性」が問題視されています。これも非人道兵器として

禁止されるべき兵器です。

３．軍縮・核不拡散教育の強化とヒロシマ・ナガサキの実相を国内外に広めること。

（内閣府、外務省、文部科学省）

①学校教育の中で平和教育を充実させること。

②被爆の実相を伝える国内外での動きを強化すること。

③軍縮・核不拡散に向けてＮＧＯや市民団体、自治体などとの連携の強化を図ること。

④ヒロシマ・ナガサキの実相を広く国内外に伝えること。

（解説）国際社会においては軍縮・核不拡散についての教育の重要性は広く認識されつつありま

す。外務省も国連軍縮フェローシップや専門家の会議を招集しています。この流れを強化

することが必要です。

また、ヒロシマ・ナガサキの被爆から６０年を超える中で、被曝の実相が風化されようとして

います。二度と繰り返してはならない人類の悲劇を、しっかりと伝えることで核兵器の使用を

止めさせ、核軍縮への契機を与えるものです。そのためにも、国内外での原爆展・ヒバクシ

ャ展や、ヒバクシャの証言活動などを展開することなど、実相の普及を国として積極的な取り

組みをさせることが重要です。

Ⅵ ヒバクシャの権利確立に関する制度・政策

１．広島・長崎の被爆者援護法の抜本的改正と被爆者の権利確立について

（内閣府、厚生労働省）

①原爆症認定訴訟の全ての控訴を取り止め、被爆者の置かれている実状にあわせ、原爆症認

定基準及び認定作業の抜本的見直しをすること。

②被爆者援護法に国家補償を明記すること。

③被爆二世以降および在外被爆者とその後代への適用を明記した「被爆者援護法」に改正す

ること。

④全ての在外被爆者に被爆者援護法を適用し、被爆者の平等な援護と居住国での申請を可

能にすること。

⑤国交のない朝鮮民主主義人民共和国の被爆者に対しても、実態の把握とともに速やかに被

爆者援護法の適用をはかること。

（解説）被爆者の高齢化が進み、被爆者をめぐる課題の解決は急を要しています。この間、原爆

症認定制度の抜本的改正を求めて、被爆者は裁判に訴え、国は１６連敗を喫しました。司

法により原爆症認定制度の欠陥が明らかになりました。昨年４月には、その認定制度の見直

しがはかられましたが、その中でも司法で認定された被爆者が切り捨てられるなど、制度の

欠陥が明らかになり、裁判でもたびたび指摘されています。さらに、８５００件を超える原爆症

認定審査の滞留など、制度運営上の問題も出ています。高齢化する被爆者にとっては深刻

な問題となっています。原爆症認定については、制度の抜本的な改正と審査体制の強化が

求められています。現在、超党派での改正に向けた議員の動きもあり、もはや政府・厚生労

働省の決断にかかっています。

被爆者援護法は、前文で核兵器の廃絶と恒久平和実現の決意を示し、「国の責任にお
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いて、（被害者に対する）総合的な援護策を講じ、あわせて、国として原子爆弾による死没

者の尊い犠牲を銘記する」と述べていますが、死者への弔いと償いは実現せず、被爆者に

対する諸制度はほとんど旧原爆二法と変わらないなど、「国家補償的配慮」という最高裁判

決（孫原爆訴訟・１９７８年）までは否定することができない、矛盾に満ちた内容になってお

り、引き続き国家補償法へ改正することを求める運動を継続強化していかなければなりませ

ん。

在外被爆者に対して援護法適用の具体的な施行規則を定める政令・省令が２００５年３月

１日からスタートしました。さらに在外公館での被爆者健康手帳の申請手続きが昨年１２月

に施行されました。しかし、原爆症認定や医療費の上限など国内の被爆者と比べ、いまだ

制度の差が残されています。「被爆者はどこにいても被爆者」です。差別や区別のない被爆

者援護法の完全適用と実態に即した対応を求めていくことが必要です。さらに在朝被爆者

に対する援護は、国交がない中で進んでいません。人道的見地からも、さらに日本の戦争・

戦後責任を果たす意味でも早急な対応が求められています。

２．被爆二世・三世への援護の推進について（内閣府、厚生労働省）

①単年度措置で行われている被爆二世健康診断を法制化し、ガン検診など制度の充実をは

かること。

②被爆二世にたいして「被爆二世健康手帳」を発行すること。

③放射線影響研究所において、被爆者・被爆二世の健康調査の継続ならびに内容の充実を

図り、その施設環境を整えること。また被爆三世についての健康調査を検討すること。

④在外被爆二世に対する「被爆二世健診」については、居住国の医療機関で受診できるような

措置を講じること。

⑤被爆三世以降についても援護の充実をはかること。

（解説）全国に３０万人～５０万人ともいわれる被爆二世は、被爆者の定義である、a.直接被爆

者、b.入市被爆者、c.看護被爆者、d.胎内被爆者からすれば、被爆者ではありませんが、原

爆被爆の放射線の影響という観点からは「第５の被爆者」といえる存在です。被爆二世問題

は、「健康問題」、「遺伝的影響」、「社会生活上の問題」、「人権問題」などさまざまな問題が

未解決なままに放置されています。まさに「援護なき差別」の状況に置かれています。

また、被爆二世に対する唯一の援護措置としての被爆二世健康診断は、単年度措置が

繰り返されすでに２３年が経過しています。このような長期に渡る単年度措置の継続は異例

であり、早急に制度化し行政として責任ある対応が求められています。さらに放射線影響研

究所において行われた被爆者・被爆二世の健康調査の解析では、その被爆の影響を完全

に否定することはできませんでした。今後も被爆二世に対する遺伝的影響を解明するため

に、長期に渡る継続した調査が必要です。今後も被爆二世の健康不安などに対応した施策

の充実が求められています。

３．被爆実態に関する調査研究及び啓発活動の促進について（内閣府、厚生労働省）

①原爆被爆の実態を把握するための被災調査の促進ならびに被爆二世・三世に対する実態

調査・研究を促進させること。

②被爆の実相について、国内外に認識を広め、理解が得られるよう啓発活動を推進すること。

（解説）政府・厚生労働省は、被爆二世の健康実態調査を実施することについて、「不安を増大さ

せ、差別を助長する」としてその実施を拒み、対策をおろそかにしてきました。問題を闇の中

に放置することによって不安の増大や差別の助長を招くものであり、現状の根本的な改善こ

そ差別を克服する道です。

４．ビキニやＪＣＯ臨界事故ヒバクシャ、放射線作業被害者などに対する実態調査と援護について
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（内閣府、経済産業省、厚生労働省）

①被曝（爆）の実態を把握するための調査を行うこと。

②被曝（爆）が原因で起こる様々な障害については被爆者援護法と同等の措置をとること。

③放射線作業の被曝基準（線量限度）の低減を図ること。

（解説）いまだ国の責任において広島・長崎の核被害の実態が調査されていません。無差別大

量殺戮行為で、しかも幾世代にも渡る後遺障害をもたらし、明らかに国際法に違反する残虐

な兵器の実態を明らかにすることは、人類に対する使命です。また、広島・長崎の原爆被害

者以外の核被害者は、放射線の影響や社会的影響という観点からも同質の問題を孕んで

いながら、その実態も調査もされていないまま放置されています。実態の把握とともに被爆

者援護法と同等の援護措置が求められています。

商業用原発で働く原発労働者の総被曝線量の９５％以上が、電力会社の社員でない下

請け労働者の被曝です。その下請け労働者の被曝によって、原発は支えられているともい

えます。放射線従事者の中央登録センターのデータによれば、年間に４カ所～５カ所の原

発をわたり歩く労働者の平均被曝線量は、１カ所だけで働く人の４～５倍となっています。さ

らに、原発労働者は一般人の２０倍や５０倍を浴びることが可能となっていること自体も問題

です。今後老朽化する原発も増え、原発解体にともなう被曝労働者と被曝線量が増加する

ことが予想されます。被曝労働者に対する被曝の低減と権利の拡大が求められています。

Ⅶ 原子力政策の転換に関する制度・政策

１．プルトニウム利用政策の見直しについて（内閣府、経済産業省、文部科学省）

①プルトニウム利用政策からの完全な撤退を行うこと。

②六ヶ所再処理工場のアクティブ試験の中止と核燃料サイクル計画の見直しをすること。

③もんじゅの運転再開を中止し廃炉とすること

④玄海原発及び伊方原発などのプルサーマル計画を白紙撤回すること。

（解説）２００６年の原子力政策大綱や原子力立国計画によって、国はプルトニウム利用路線を押

し進めることが確認され、その中心となる高速増殖炉は２０５０年の実用化が目標とされてい

ます。しかし、その実現性は不確定で可能性は極めて低いものです。その政策の間をつな

ぐプルサーマル計画は、２０１０年までに１６～１８基の原発において順次実施することになっ

ていますが、現時点（０９年）でも、実施した原発はなく、すでにその計画自体破綻していま

す。国は、玄海や伊方、浜岡などの原発での実施をめざしていますが、東電や関電などの

多数の原発を抱える電力会社で実施できない状況の中で、少数の原発での実施ではプル

サーマル計画そのものの意味がありません。プルトニウム利用計画もその整合性がすでに

失われているのが現状です。

さらにプルトニウム利用政策の要である再処理工場や「もんじゅ」もその存在意義を失って

います。六ヶ所再処理工場は、本格稼働に向けてアクティブ試験を行っていましたが、最終

段階にきて高レベル放射性廃棄物ガラス固化施設での相次ぐトラブルで、本格稼働の時期

さえ目処がたたない状況になっています。原子力安全白書にも今後もトラブルや故障が起

こることが指摘され、まさに未完成な技術であることを自ら認めています。「もんじゅ」も相次ぐ

トラブルを抱え、この間、再稼働が大きくズレ込み、巨額な資金を浪費しています。１４年近く

も停止し、機器の劣化やトラブルも絶えない「もんじゅ」は、再稼働によって事故の危険性が

心配されています。再処理工場の建設ともんじゅの再稼働は、使うあてのないプルトニウム

をつくりだし、巨額の血税投入と大量の放射能をもたらすだけです。プルトニウム利用政策

の根本的転換が必要です。「もんじゅ」運転再開の中止と廃炉、六ヶ所再処理工場の建設・

稼働中止、プルサーマル計画の中止を求めます。
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２．原子力政策の根本的な転換について（内閣府、経済産業省、文部科学省、総務省、環境省）

①原子力政策大綱や原子力立国計画の根本的な見直しと脱原発に向けた政策転換をはかる

こと。

②原子力の安全規制行政を原子力推進行政庁の経済産業省から分離し、内閣府または環境

省へ移行させ、安全行政の独立と透明性を高めること。あわせて情報公開を徹底させるこ

と。

③大間、上関などの原発の新増設を中止すること。

④現行の高レベル廃棄物の埋設処分計画を中止すること。

⑤中間貯蔵施設建設を中止すること。

⑥原発震災に対する対策を強化すること。原子力施設周辺の活断層調査すること。

⑦中越沖地震が襲った柏崎刈羽原発は廃炉とし、東海地震が想定される浜岡原発や老朽化

原発は運転中止し、廃炉にすること。

⑧原発テロなど国民保護計画で想定される内容を、安全審査基準に盛り込むこと。

⑨自然エネルギー推進のための法制度の確立と研究開発を強化すること。

（解説）２００２年の東電などの事故隠しに続き、２００６年秋にまたもや東電をはじめ各地の電力会

社による事故隠し、データ改ざんが発覚しました。特に東京電力や北陸電力では、臨界事

故を起こし、組織ぐるみで隠ぺいをはかるなど悪質なものでした。繰り返される事故隠し、デ

ータ改ざんは、安全性や地域住民を軽視する業界体質であり、許すわけには行きません。

さらにそのような不正を一切見抜けなかった安全行政も問題です。安全確保と信頼性を高

めるためにも、現在の推進省庁の外局に安全規制の行政機関を置くことには、大きな問題

があります。規制と推進の完全な分離を行い、規制行政の透明性を高め徹底することは、国

民の期待に添うものです。

大間や上関での原発の新設や川内や浜岡、東通などでの増設の中止を求めることは、

電力消費の低迷や電力の自由化の面からも見直しが必要です。さらに一連の事故隠しによ

る原発の停止や地震、事故による停止にともない、大電力を一挙に喪失することにつながる

原発は、エネルギーセキュリティーの面からも見直されるべきものです。

浜岡原発は、東海地震の想定震源域にあり、この１００年の間で大地震が予測され、早急

に運転停止をすべき原発です。１、２号機は廃炉になり、他の原子炉は、現在耐震補強工

事が行われていますが、対処療法的な対応では根本的な解決にはなりません。すみやかに

停止・廃炉が必要です。さらに大出力の６号機の増設は、原発震災の被害を大きくすること

から問題です。また、２００７年３月に起きた能登半島地震は、志賀原発から２０キロに震源が

ありました。同年７月の中越沖地震が襲った柏崎刈羽原発でも、原発周辺の大活断層が問

題になっており、耐震上問題です。あらたに、各地で見直される原発周辺の活断層は、これ

までの原発の耐震性に大きな疑問を投げかけています。さらなる断層調査と公平な判定が

必要です。

さらに、各地にある老朽化した原発は、事故の危険性や被曝労働の増加もたらすなど様

々な問題を抱えています。耐用年数を引き延ばすのではなく、廃炉にすることが求められて

います。

国民保護法に基づき、各地で「基本計画」が立てられています。国民保護法が持つ人権

の侵害や軍事の日常化など様々な問題点がありますが、脱原発の観点からは、原発テロが

想定されます。それをテコに有事体制が強化されるなか、一方で原発テロが安全審査では

一切想定されていないという矛盾があります。原発をめぐる有事体制が強化され、ますます

原子力三原則からも離れ、民主主義社会の根幹を掘り崩す事態となっています。本来なら

ば有事法制も原発もいらないものであり、矛盾だらけであることを明らかにすることが必要で

す。

技術も未確立なうえに、国民的合意もないまま進められている高レベル廃棄物の処理・処
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分計画は、処分場の候補地の公募が始まり、高知県東洋町が応募しましたが、住民の反対

により撤回されました。また、全国各地でも反対の声があがっていますが、このような声を無

視して進められる計画は問題です。高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設は、常に水

面下で行われ地域住民の意向は無視されています。原子力政策の破綻の象徴である放射

性廃棄物の処理・処分計画は、原子力政策の根本的転換と国民的議論がまず必要です。

そのこと抜きの強引な計画推進に対して、反対していくことが必要です。

原子力発電は、発電時に温室効果ガスを排出しないことなどがメリットとして強調される一

方、災害時の危険性や放射性廃棄物の処理・処分など多くの根本的な欠点をもっていま

す。省エネルギー施策の推進とともに、脱原発の視点から、関係する予算の大半が原子力

開発関係に振り分けられている偏った研究開発費を、再生可能エネルギーなど自然にやさ

しいエネルギーを中心とした新エネルギーの開発・利用に向けるようにすることが必要です。

Ⅷ 環境・食・水・森林、農林業問題に関する制度・政策

１．温暖化問題について（環境省、経済産業省）

①温室効果ガスの削減のため、企業への排出削減の義務づけ、温暖化に関する課税（環境税・

炭素税）など、削減効果のある具体的な政策を推進すること。

②太陽光・風力など自然（再生可能）エネルギーや食品・木材など残廃物のバイオマス資源等の

利活用を推進するため、法制度の整備とともに必要財源を助成すること。

（解説）地球温暖化防止のためのＣＯ2等の温室効果ガスの削減が求められています。しかし、日本

は森林の吸収や企業の自主的努力に任せて、積極的な削減策を打ち出していません。環境

税についても環境省は導入をめざしていますが、経済産業省や経済界は反対しています。自

然エネルギー推進も欧米に比べて大きく遅れていることから、自然エネルギーからの電力を高

く買い取る義務づけなどが必要です。また、温暖化対策を名目とする原発推進には強く反対し

ます。

２．森林・水問題について（環境省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省）

①国土の保全、木材の供給、水資源の涵養および二酸化炭素の吸収・固定など、森林の有する

多面的機能を高度に発揮させるため、「森林・林業基本計画」で定めた森林整備の推進、地域

材の利用促進、労働力対策等の目標達成に向けた各種施策の着実な推進と、その必要財源

を確保すること。

②違法に伐採された木材の輸入・使用は行わないこと。そのため、合法的に伐採された木材の認

証システムを確立すること。また、ＷＴＯやＦＴＡ交渉で木材の関税削減・撤廃を行わないこと。

③健全な水循環の構築のため、水の公共性を位置づけた、水に関係する上位法としての「水基本

法」を制定すること。

④合成洗剤をはじめ、有害な化学物質を規制・管理するための「化学物質政策基本法」（仮

称）や表示制度を制定すること。

（解説）日本の木材自給率は２０％であり、採算性の悪化、担い手不足から森林整備が十分行われ

ていません。森林の公益的機能、とりわけ、温暖化防止に果たす森林の役割が重要であり、

森林・林業基本計画の具体的対策と連動させた地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策を

推進するための予算等の拡充が求められています。また、東南アジアやロシアでの違法伐

採は森林の減少・劣化をもたらし、地球規模での持続可能な森林経営を阻害する要因とな

っています。さらに、ＷＴＯ（世界貿易機関）やＦＴＡ（自由貿易協定）による木材製品の貿易

自由化が森林の荒廃を招かないようにする必要があります。

水の質と量の確保が２１世紀の大きな課題になっています。水基本法は自治労、全水道を

中心に、連合も制定を求めている課題です。一方、化学物質の生産量が増大するなかで、健
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康被害も増えています。ＥＵでは、全化学物質の安全性評価と登録を義務付けるなどの規制

（ＲＥＡＣＨ）が実施されています。日本でも予防原則に基づく総合的な化学物質政策を進める

ための基本法が必要です。

３．貿易自由化にともなう環境問題について（環境省、外務省、経済産業省、厚生労働省）

①ＦＴＡの関税削減リストから有害廃棄物を削除すること。また、廃棄物や中古品は「国内処理

の原則」を適用し、開発途上国に処理を依存しないこと。そのため、リサイクル目的を含めて

有害廃棄物の輸出を禁止する「バーゼル禁止修正条項（１９９５年）」を批准すること。

②貿易による環境への影響を調査し、公表すること。

（解説）日本はタイやフィリピンなどとのＦＴＡ協定で、焼却灰、医療廃棄物等を含む廃棄物が関

税削減リストに含まれています。日本は有害物質の輸出を禁止するバーゼル条約（１９８９

年）は批准していますが、リサイクル目的であっても輸出を禁止する「バーゼル禁止修正条

項」には、アメリカなどとともに強硬に反対して批准していません。その結果、パソコン・家電

などの中古品や廃棄物を途上国に押しつけ、環境や健康被害をもたらしています。

日本の大量の農林水産物の輸入にともない、輸出国での土壌や水、環境の破壊・損失、

輸送に関わるエネルギー消費による温暖化への影響などを招いています。このような実態を

明らかにして、貿易自由化の弊害を含めて検討する必要があります。

４．食の安全について（内閣府、厚生労働省、農林水産省、文部科学省）

①食品安全委員会の審議に、市民の意見を反映させること。そのため、消費者の申し出制度を新

設し、措置請求権を保障すること。また、安全性の評価にあたっては、「予防原則」の立場に立

って、予想される結果が重大な場合は、科学的根拠が不十分であっても規制を行うこと。

②食品表示に関する法律を一本化した「食品表示法」（仮称）を制定するとともに、原料・原産

地表示の徹底・拡大、製造年月日表示の義務付けを行うこと。

③ＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題にともなう、アメリカ産牛肉等の輸入条件の緩和要求に応じない

こと。また、牛肉およびそのすべての加工品の販売、外食、中食において、原料・原産地表

示を義務化すること。

④放射線照射食品の認可拡大は行わないこと。

⑤遺伝子組み換え食品は、国内における商業的作付けを禁止するとともに、表示制度をヨーロ

ッパ並みに改善すること。

⑥体細胞クローン家畜由来の食品の流通については、慎重に検討すること。流通を認める場

合でも、明確な表示を行うこと。

⑦食品安全基準は、国際基準によって緩和されることのないよう規制を強化するとともに、食品の

検査・検疫、表示制度の充実を図ること。

⑧学校給食での自校調理方式、栄養教諭制度の推進を図ること。

（解説）食品安全委員会の審議内容に対し、消費者・市民等の意見が採り入れられるような仕組み

（リスクコミュニケーション）の具体的内容が求められています。特に食品の偽装事件が相次ぐ

中で、食品表示に関する法律がばらばらであることから、これを一本化し、消費者の正しい

情報を得る権利、選択の主権を盛り込み、消費者に軸足を置いた「食品表示法」の策定が

必要です。

また、食品安全の国際基準がそのまま国内基準として制定される傾向が強まり、ＢＳＥ等でも

緩やかな検査基準が採用されようとしています。こうした動きに対して、食の安全への懸念や食

生活の実態に応じた独自の基準作りが求められています。特にＢＳＥのアメリカ産牛肉等につ

いては、同国のずさんな対策が明らかになっており、２０ヶ月齢以下の牛に限るという輸入条件

の緩和要求に強く反対する必要があります。

放射線照射食品については、原子力委員会が推進しようとしていますが、安全性など問題



- 16 -

が多いことから、認めることはできません。遺伝子組み換え食品の表示は、日本では５％までの

混入は表示の必要がありませんが、ヨーロッパは１％以上は必要としており、改善が必要です。

さらに、体細胞クローン家畜は死産や病死が多いなど、そのメカニズムが解明されていません。

倫理問題も含めてあり方を検討する必要があります。

５．ＷＴＯ（世界貿易機関）・ＦＴＡ（二国間自由貿易協定）交渉について（外務省、農林水産省）

①食料の安全保障のため、国内の食料自給率の向上と農業・農村の多面的機能の発揮、各国の

多様な農林水産業が共存できるような貿易ルールに改め、急速な市場開放には絶対に応じな

いこと。

②ＥＵ、アメリカの輸出補助金等の速やかな撤廃や、実質的な輸出補助金に相当する国内助

成政策の是正など、農産物輸出国への規律を強く求めること。

③ＦＴＡ交渉においては、これ以上の農林水産物の関税撤廃・削減を行わないこと。とくにオース

トラリアとの交渉にあたっては、重要な農産物は交渉から除外すること。

④ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者・市民の声を反映

すること。

（解説）ＷＴＯ交渉では、アメリカ等の農産物輸出国は関税率の大幅削減や重要品目数の限定など

を要求しています。食料の安定・安全、自給率の向上、農林水産業の持つ多面的機能の発揮

が図られるよう、ＷＴＯルールの改正に向けて交渉に臨むことが必要となっています。また、アメ

リカやＥＵの輸出補助金、国内助成政策によって途上国に負担を強いている現状を変えさ

せ、食料輸入国と輸出国との不公平性をただすことも必要です。

ＦＴＡ交渉は、秘密裡に交渉が進められており、その公開と、自由貿易一辺倒ではなく、労

働、人権、環境等も含めた幅広い論議をすべきです。とくに農産物輸出大国のオーストラリアと

の交渉では、小麦、牛肉、乳製品、砂糖、米などの除外を求め、それが受け入れられなけれ

ば、国会決議に基づき、交渉を中断するべきです。

６．食料・農業・農村問題について（農林水産省、内閣府）

①「食料・農業・農村基本計画」の見直しにあたっては、食料自給率の引き上げ、食の安全・安

定、担い手や農地の確保、環境問題などに配慮した施策を展開すること。

②食の安全性確保と環境に負荷を与えない有機農業の推進に向けた施策の確立や、環境保

全型農業への直接支払いなどの奨励制度を作ること。

（解説）政府は「食料・農業・農村基本計画」の見直しを進めていますが、これまでの規模拡大・効

率化一辺倒の政策の結果が、食の不安や環境悪化を引き起こしている現状から、食料自給

率の向上や食の安全、担い手の育成、農地の維持・確保、環境に配慮した政策への転換

が必要です。

０６年に「有機農業推進法」が制定され、実施されていますが、財政支援を含めた具体的な

施策の充実が求められています。また、各地域における食料自給率向上や地産地消を進める

ための条例作りなどを積極的に進めることが求められます。


